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�愛媛県規則第２号
愛媛県県立高等技術専門校運営規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年２月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県立高等技術専門校運営規則の一部を改正する規則

愛媛県県立高等技術専門校運営規則（昭和３３年愛媛県規則第５４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第１条関係） 別表（第１条関係）

名 称
職業訓練の

種類

訓練

課程
訓 練 科

訓練

定員

訓練

期間
名 称

職業訓練の

種類

訓練

課程
訓 練 科

訓練

定員

訓練

期間

省略 省略

愛媛県立松山

高等技術専門

校

普通職業訓

練

普通

課程

総合建築科 １５人 １年 愛媛県立松山

高等技術専門

校

普通職業訓

練

普通

課程

総合建築科 １５人 １年

情報システ

ム科

１５人 １年

省略 省略

省略 省略

附 則

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第３号
愛媛県会計規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年２月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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愛媛県会計規則の一部を改正する規則

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（一般競争入札の参加者の資格）

第１３１条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が令

第１６７条の４第２項第１号から第５号までのいずれかに該当する

ときは、その者を３年以内で別に定める期間一般競争入札に参加

させてはならない。

２ 省略

（一般競争入札の公告）

第１３２条 契約担当者は、一般競争入札をする場合は、入札の期日

から起算して１０日（工事の請負契約を締結するときの入札にあつ

ては、建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第６条の規定に

よる見積期間）前までに、令第１６７条の６又は第１６７条の１０の２第

６項に規定するもののほか、次に掲げる事項を愛媛県報、新聞、

県の掲示板等により公告しなければならない。ただし、急を要す

る場合は、工事の請負契約を締結するときの入札を除き、その期

間を５日までに短縮することができる。

�～� 省略

２ 省略

（総合評価一般競争入札を行う場合の手続）

第１３４条の２ 省略

２ 契約担当者は、落札者決定基準を定めようとするときは、あら

かじめ、 学識経験を有する者（以下

「学識経験者」という。）２人以上の意見を聴かなければならな

い。

３ 契約担当者は、前項の規定による意見の聴取において、併せ

て、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとすると

きに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くも

のとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合

には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識

経験者２人以上の意見を聴かなければならない。

（一般競争入札の参加者の資格）

第１３１条 契約担当者は、 令

第１６７条の４第２項第１号から第５号までの規定 に該当する

者を当該事実があつた日から２年間 一般競争入札に参加

させてはならない。

２ 省略

（一般競争入札の公告）

第１３２条 契約担当者は、一般競争入札をする場合は、入札の期日

から起算して１０日（工事の請負契約を締結するときの入札にあつ

ては、建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第６条の規定に

よる見積期間）前までに、令第１６７条の６又は第１６７条の１０の２第

５項に規定するもののほか、次に掲げる事項を愛媛県報、新聞、

県の掲示板等により公告しなければならない。ただし、急を要す

る場合は、工事の請負契約を締結するときの入札を除き、その期

間を５日までに短縮することができる。

�～� 省略

２ 省略

（総合評価一般競争入札を行う場合の手続）

第１３４条の２ 省略

２ 契約担当者は、次の各号のいずれかに掲げる場合 は、あら

かじめ、当該各号に掲げる事項に関し学識経験を有する者

２人以上の意見を聴かなければならな

い。

� 総合評価一般競争入札を行おうとする場合 総合評価一般競

争入札によることの適否

� 総合評価一般競争入札において落札者を決定しようとする場

合 予定価格の制限の範囲内の価格をもつて行われた申込みの

うち、価格その他の条件が最も有利なものの決定

� 落札者決定基準を定めようとする場合 当該落札者決定基準

を定めるに当たり留意すべき事項

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２０年３月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の愛媛県会計規則第１３１条第１項の規定は、一般競争入札に参加しようとする者がこの規則の施行の日以後の事実により地方自

治法施行令の一部を改正する政令（平成２０年政令第２５号）による改正後の地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項

第１号から第５号までのいずれかに該当すると認められるときについて適用し、同日前の事実により地方自治法施行令の一部を改正する

政令（平成２０年政令第２５号）による改正前の地方自治法施行令第１６７条の４第２項第１号から第５号までのいずれかに該当すると認めら

れる者については、なお従前の例による。

３ 改正前の愛媛県会計規則第１３４条の２第２項（第３号に係る部分に限る。）の規定により契約担当者が落札者決定基準に関し学識経験

を有する者の意見を聴いた契約については、なお従前の例による。

愛 媛 県 報平成２０年２月２９日 第１９４２号

１２５



告 示
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�愛媛県告示第２４９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２０年２月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行
�������

�愛媛県告示第２５０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同

法第４９条の規定により、施術機関を次のように指定した。

平成２０年２月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２５２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２０年２月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２５３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同

法第４９条の規定により指定した施術機関を次のように廃止した旨の

届出があった。

平成２０年２月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２５１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関が、名称を次のように変更した。

平成２０年２月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

エンゼル歯科医
院 星 加 大 介 西条市樋之口４３７－１２ 平成２０年

１月１日

あすなろ薬局 安 藤 智 宏 西条市大町６４３番地２ 平成２０年
１月１日

すずらんハート
クリニック 高 橋 光 司 八幡浜市若山２番耕地８

番地２
平成２０年
１月１０日

四国中央市急患
医療センター 四 国 中 央 市 四国中央市妻鳥町１５０１－

１
平成１９年
８月１日

たけだ内科クリ
ニック

医療法人
たけだ内科クリ
ニック

伊予郡松前町大字筒井９４
７番地７

平成２０年
１月１日

おおむら小児科 医療法人
おおむら小児科

喜多郡内子町城廻８４６番
地３０

平成２０年
１月１日

施術機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

彩 愛 整 骨 院 勝賀瀬 三 世 上浮穴郡久万高原町久万
５６０－１

平成１９年
１２月１３日

池 井 接 骨 院 池 井 章 洋 八幡浜市１５３６番地４５ 平成２０年
１月８日

坂田歯科診療所 清 水 泰 雅 西条市大町６９６－１ 平成２０年
１月１日

べ っ く 医 院 別 宮 弘 大洲市平野町野田３２２０番
地１

平成２０年
２月１日

ひ ら の 薬 局 有限会社
喜 多 調 剤

大洲市平野町野田３１９８－
２

平成２０年
２月１日

医 療 機 関 の 名 称 開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称
所 在 地 変 更 年 月 日

旧 新

兵頭クリニック 心療内科兵頭クリニック 医療法人兵頭クリニック 伊予郡松前町中川原４５６ 平成１９年１０月３日

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

小 川 医 院 小 川 弘 宇和島市丸ノ内三丁目７
番１５号

平成１９年
１０月３１日

有限会社
し み ず 薬 局

有限会社
し み ず 薬 局

四国中央市村松町１５８－
１

平成１８年
６月２３日

横内外科医院 遠 藤 昌 夫 四国中央市中曽根町１６７２
－１

平成１８年
８月１日

有限会社
モリザネ薬局

有限会社
モリザネ薬局

四国中央市三島中央五丁
目８番７１号

平成１８年
８月１１日

レディ薬局大洲
店

株式会社
レ デ ィ 薬 局 大洲市若宮５５８番地１ 平成１９年

８月２２日

四国中央市急患
医療センター 四 国 中 央 市 四国中央市三島中央５丁

目９番５４号
平成１９年
８月１日

しみず調剤薬局 有限会社
しみず調剤薬局

西予市三瓶町朝立１番耕
地２２番地７

平成１９年
１０月１日

たけだ内科クリ
ニック 武 田 政 寛 伊予郡松前町大字筒井９４

７番地７
平成２０年
１月１日

おおむら小児科 大 村 勉 喜多郡内子町城廻８４６番
地３０

平成２０年
１月１日

石崎内科医院 石 崎 幸 雄 八幡浜市桧谷１０２６ 平成１９年
１２月３０日

そうごう薬局清
水店

総合メディカル
株式会社 新居浜市清水町５－３０ 平成１９年

１２月３１日

坂田歯科診療所 坂 田 昌 英 西条市大町６９６－１ 平成２０年
１月１日

たけだ調剤薬局 有限会社
たけだ調剤薬局

西条市大町字弁財天６４３
番地２エリービル１階

平成２０年
１月１日

愛 媛 県 報平成２０年２月２９日 第１９４２号

１２６
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�愛媛県告示第２５４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２０年２月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２５５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定した。

平成２０年２月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２５６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２０年２月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

施術機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

池 井 接 骨 院 池 井 � 正 八幡浜市１５３６ 平成２０年
１月７日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ケアセンターわかば 宇和島市保田甲９０９番地 ケアセンターわかば 宇和島市保田甲９０９番地 平成２０年１月１０日

星 加 大 介 西条市明屋敷３０８－２ エンゼル歯科医院 西条市樋之口４３７－１２ 平成２０年１月１日

株式会社ひだまり 八幡浜市八代野中６８－１ 株式会社ひだまり 八幡浜市八代野中６８－１ 平成２０年１月７日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社クリーンテック 西条市ひうち１８番地９ 株式会社クリーンテック居宅
介護支援事業所 四国中央市中之庄町６２１－１ 平成１９年１２月１３日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ケアセンターわかば 宇和島市保田甲９０９番地 ケアセンターわかば 宇和島市保田甲９０９番地 平成２０年１月１０日

星 加 大 介 西条市明屋敷３０８－２ エンゼル歯科医院 西条市樋之口４３７－１２ 平成２０年１月１日

有限会社山起会ライフサプラ
イ 松山市東石井三丁目３番５号 デイサービスセンターケアフ

ル伊予 伊予市市場甲１０２１番地３ 平成２０年１月１日

医療法人誓生会 四国中央市土居町入野９７０番
地 訪問看護ステーションちかい 四国中央市土居町土居２２２７番

地３２ 平成１９年１２月２７日

有限会社唐子浜介護センター 今治市東村三丁目１－３８ 有限会社唐子浜介護センター 今治市東村三丁目１－３８ 平成１９年１０月１日

有限会社モードハヤシ 今治市八町東五丁目７－５ 福祉用具たちばな 今治市北高下町三丁目３－１８ 平成１９年４月１日

愛 媛 県 報平成２０年２月２９日 第１９４２号

１２７
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�愛媛県告示第２５７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（特定介護予防福祉用具販売事業者）を次のように指定

した。

平成２０年２月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２５８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２０年２月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２５９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護支援事業を行

う事業所の所在地が次のように変更された。

平成２０年２月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

株式会社ひだまり 八幡浜市八代野中６８－１ 株式会社ひだまり 八幡浜市八代野中６８－１ 平成２０年１月７日

介護機関（特定介護予防
福祉用具販売事業者）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特定介護予防福祉用具販売事業を行う事業所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社モードハヤシ 今治市八町東五丁目７－５ 福祉用具たちばな 今治市北高下町三丁目３－１８ 平成１９年４月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人陽成会 今治市拝志１番２６号 ホームヘルパーステーション
ヒロセ

（変更後）
今治市喜田村六丁目４－２０

平成１９年９月１日
（変更前）
今治市国分七丁目４－１

医療法人陽成会 今治市拝志１番２６号 訪問看護ステーションヒロセ

（変更後）
今治市喜田村六丁目４－２０

平成１９年９月１日
（変更前）
今治市国分七丁目４－１

株式会社ほのぼの 今治市蔵敷町二丁目１３番地 ほのぼの指定介護サービス

（変更後）
今治市蔵敷町二丁目１３番地

平成１９年１１月１日
（変更前）
今治市高市甲４６３番地１

株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁目２４番３８号 株式会社悠遊社新居浜事業所

（変更後）
新居浜市星原町１１－４０

平成１９年１０月２６日
（変更前）
新居浜市岸の上町１－１０－４０

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁目２４番３８号 株式会社悠遊社新居浜事業所

（変更後）
新居浜市星原町１１－４０

平成１９年１０月２６日
（変更前）
新居浜市岸の上町１－１０－４０

愛 媛 県 報平成２０年２月２９日 第１９４２号

１２８
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�愛媛県告示第２６０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２０年２月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２６１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届け出があった。

平成２０年２月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人陽成会 今治市拝志１番２６号 ホームヘルパーステーション
ヒロセ

（変更後）
今治市喜田村六丁目４－２０

平成１９年９月１日
（変更前）
今治市国分七丁目４－１

医療法人陽成会 今治市拝志１番２６号 訪問看護ステーションヒロセ

（変更後）
今治市喜田村六丁目４－２０

平成１９年９月１日
（変更前）
今治市国分七丁目４－１

株式会社ほのぼの 今治市蔵敷町二丁目１３番地 ほのぼの指定介護サービス

（変更後）
今治市蔵敷町二丁目１３番地

平成１９年１１月１日
（変更前）
今治市高市甲４６３番地１

株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁目２４番３８号 株式会社悠遊社新居浜事業所

（変更後）
新居浜市星原町１１－４０

平成１９年１０月２６日
（変更前）
新居浜市岸の上町１－１０－４０

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社コムスン 東京都港区六本木６－１０－１ 株式会社コムスン愛南ケアセ
ンター

南宇和郡愛南町御荘平城４３７
番地１ 平成１９年１０月３１日

株式会社コムスン 東京都港区六本木６－１０－１ 株式会社コムスン宇和島ケア
センター

宇和島市佐伯町２－３－２１佐
伯町ハイム 平成１９年１０月３１日

有限会社福岡メディカル 南宇和郡愛南町一本松３５１７番
地

有限会社福岡メディカル宇和
島事業部

宇和島市朝日町三丁目５番２５
号 平成１９年１０月３１日

株式会社コムスン 東京都港区六本木６－１０－１ 株式会社コムスン八幡浜ケア
センター 八幡浜市産業通４番１６号 平成１９年１０月３１日

社会福祉法人白寿会 松山市天山二丁目４番１７号 指定訪問リハビリステーショ
ン西安

八幡浜市大平１番耕地８７０番
地２ 平成１９年１１月１０日

株式会社コムスン 東京都港区六本木６－１０－１ 株式会社コムスンにいはまケ
アセンター

新居浜市宮西町４－４ジツタ
ビル１、２Ｆ 平成１９年１０月３１日

三菱電機ライフサービス株式
会社

東京都港区芝公園二丁目４番
１号

三菱電機ライフサービス株式
会社西条支店 西条市ひうち８番地６ 平成１９年１０月３１日

株式会社コムスン 東京都港区六本木６－１０－１ 株式会社コムスン宇和町ケア
センター

西予市宇和町下松葉４５７ヒロ
ハイツ１０２号 平成１９年１０月３１日

愛 媛 県 報平成２０年２月２９日 第１９４２号

１２９
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�愛媛県告示第２６２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅介護支援事業

を次のように廃止した旨の届け出があった。

平成２０年２月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２６３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（特定福祉用具販売事業者）から、特定福祉用具販売事

業を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２０年２月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２６４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届け出があった。

平成２０年２月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社コムスン 東京都港区六本木６－１０－１ 株式会社コムスン宇和島ケア
センター

宇和島市佐伯町２－３－２１佐
伯町ハイム 平成１９年１０月３１日

株式会社コムスン 東京都港区六本木６－１０－１ 株式会社コムスン八幡浜ケア
センター 八幡浜市産業通４番１６号 平成１９年１０月３１日

介 護 機 関 （ 特 定 福 祉
用 具 販 売 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る特定福祉用具販売事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社福岡メディカル 南宇和郡愛南町一本松３５１７番
地

有限会社福岡メディカル宇和
島事業部

宇和島市朝日町三丁目５番２５
号 平成１９年１０月３１日

三菱電機ライフサービス株式
会社

東京都港区芝公園二丁目４番
１号

三菱電機ライフサービス株式
会社西条支店 西条市ひうち８番地６ 平成１９年１０月３１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社コムスン 東京都港区六本木６－１０－１ 株式会社コムスン愛南ケアセ
ンター

南宇和郡愛南町御荘平城４３７
番地１ 平成１９年１０月３１日

株式会社コムスン 東京都港区六本木６－１０－１ 株式会社コムスン宇和島ケア
センター

宇和島市佐伯町２－３－２１佐
伯町ハイム 平成１９年１０月３１日

有限会社福岡メディカル 南宇和郡愛南町一本松３５１７番
地

有限会社福岡メディカル宇和
島事業部

宇和島市朝日町三丁目５番２５
号 平成１９年１０月３１日

株式会社コムスン 東京都港区六本木６－１０－１ 株式会社コムスン八幡浜ケア
センター 八幡浜市産業通４番１６号 平成１９年１０月３１日

社会福祉法人白寿会 松山市天山二丁目４番１７号 指定訪問リハビリステーショ
ン西安

八幡浜市大平１番耕地８７０番
地２ 平成１９年１１月１０日

株式会社コムスン 東京都港区六本木６－１０－１ 株式会社コムスンにいはまケ
アセンター

新居浜市宮西町４－４ジツタ
ビル１、２Ｆ 平成１９年１０月３１日

株式会社コムスン 東京都港区六本木６－１０－
１

株式会社コムスン宇和町ケア
センター

西予市宇和町下松葉４５７ヒロ
ハイツ１０２号 平成１９年１０月３１日

愛 媛 県 報平成２０年２月２９日 第１９４２号

１３０
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�愛媛県告示第２６７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

東温市南方土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業

（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・曲里地区）の施行を

平成２０年２月１９日認可した。

平成２０年２月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２６８号
西条市から協議のあった市営土地改良事業（農業用道路整備事業・

小松地区）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第５項及び第４８条第９項にお

いて準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類

を縦覧に供する。

平成２０年２月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

市営土地改良事業（農業用道路整備事業・小松地区）変更計

画書の写し

２ 縦覧期間

平成２０年３月３日から３月３１日まで

３ 縦覧場所

西条市役所小松総合支所

�������
�愛媛県告示第２６９号
西条市から協議のあった市営土地改良事業（農業用用排水施設整

備事業・小松地区）の計画の変更は、適当と認められるので、土地

改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第５項及び第４８条第９

項において準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関

係書類を縦覧に供する。

平成２０年２月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

市営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・小松地区）変

更計画書の写し

２ 縦覧期間

平成２０年３月３日から３月３１日まで

３ 縦覧場所

西条市役所小松総合支所

�������
�愛媛県告示第２７０号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２０年２月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 保安林予定森林の所在場所

南宇和郡愛南町御荘菊川２３４４・２３４６・２３４８・２３５５・２３５６（以上

５筆について次の図に示す部分に限る。）、２３４５、２３５４

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

�愛媛県告示第２６５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（特定介護予防福祉用具販売事業者）から、特定介護予

防福祉用具販売事業を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２０年２月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２６６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第８条第７項の規定による届出があったので、同条第８項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第８条第８項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産

業経済部商工労政課並びに松前町役場において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２０年２月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介護機関（特定介護予防
福祉用具販売事業者）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る特定介護予防福祉用具販売事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社福岡メディカル 南宇和郡愛南町一本松３５１７番
地

有限会社福岡メディカル宇和
島事業部

宇和島市朝日町三丁目５番２５
号 平成１９年１０月３１日

三菱電機ライフサービス株式
会社

東京都港区芝公園二丁目４番
１号

三菱電機ライフサービス株式
会社西条支店 西条市ひうち８番地６ 平成１９年１０月３１日

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 届 出

年 月 日

フジグラン松前Ａ 伊予郡松前町筒井茶
屋分８３２－１外

駐車場の自動車の出入口の数
及び位置 １８箇所 ２０箇所 平成２０年

２月２２日

愛 媛 県 報平成２０年２月２９日 第１９４２号
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３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

御荘菊川２３４８、２３５６（以上２筆について次の図に示す部分

に限る。）、２３４４から２３４６まで、２３５５

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び愛南町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第２７１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２７２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２７３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２７４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西条久万線
西条市大保木字土山甲４９番３から

同字甲２５番３まで
平成２０年２月２９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 八倉松前線
伊予郡松前町大字永田字銭塚２３番１から

同字２４番１まで

旧 ５．２～７．０ ０．０３９

新 ９．０～１０．５ ０．０３９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山北条線
松山市客甲８２番３から

同市客甲６６番１４まで
平成２０年２月２９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和三間線
宇和島市三間町曽根９０６番２から

同町曽根９０８番２まで

旧 ３９．５～５４．０ ０．０４５

新 ３０．５～５３．５ ０．０４５

愛 媛 県 報平成２０年２月２９日 第１９４２号
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�愛媛県告示第２７５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、松山広域都市計画道路事業３・４・１７中村桑原線（松山市施行）

の事業計画の変更を次のように認可した。

平成２０年２月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事業施行期間

平成１５年４月３０日から

平成２２年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

なし

�愛媛県告示第２７６号
県営住宅の名称及び位置（平成１３年１０月愛媛県告示第１６４７号）の一部を次のように改正する。

平成２０年２月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

１ 一般県営住宅 １ 一般県営住宅

名 称 位 置 名 称 位 置

省略 省略

宇和島団地 宇和島市和霊東町二丁目

省略 省略

２ 省略 ２ 省略

平成２０年２月２９日 発行

愛 媛 県 報平成２０年２月２９日 第１９４２号
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